
第２７回参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託その２（南区）仕様書 

 

１ 委託内容 

（１）設置作業 

  ア 設 置 個 所 数 １５８か所 

イ 作 業 期 間 令和７年６月９日から令和７年６月２５日までとする。 

ウ 設 置 仕 様 【別紙１】ポスター掲示場板仕様図 、【別紙２】ポスター掲示場設置仕様

図、【別紙３】（ポスター掲示場）設置仕様図（側面）のとおりとする。 

エ 設 置 箇 所 ポスター掲示場台帳及び【別紙４】ポスター掲示場設置場所一覧表（予

定）のとおりとする。 

  オ 設 置 検 査 令和７年６月２６日に発注者にて実施する。 

  カ 検査後の手直し 設置検査日から令和７年６月３０日までとする。 

（２）保守管理 

当該掲示場設置作業開始日から撤去作業終了日までとする。 

（３）撤去作業 

投開票日の翌日から９日以内とする。 

（４）無投票通知文の貼付 

当該選挙が無投票と確定した場合、確定した日の翌日までにポスター掲示区画へ無投票通知 

文を貼付する。 

２ 設置作業上の注意 

（１）設置に必要な部材は、別紙仕様図のとおり受注者が調達すること。 

（２）指定期間を厳守すること。 

（３）現場担当者及び連絡先一覧を設置着手前日までに発注者へ提出すること。 

（４）設置着手前に発注者と設置場所について確認を行い、発注者が貸与するポスター掲示場台帳  

に記載された地図及び注意事項に基づき設置すること。また、ポスター掲示場台帳は設置完了 

後速やかに返却すること。 

（５）設置箇所の所有者又は管理者に挨拶をしてから設置作業を行うこと。また、設置作業を行う 

時間帯にも注意すること（居住場所への設置は特に注意すること）。 

（６）ポスター掲示場板の所定の位置に、黒の太マジック（油性）で掲示場番号を記入すること。 

（７）設置前及び設置後の写真を撮影し発注者へ提出すること。詳細については別記のとおりとす 

る。 

（８）支柱等は堅固に固定し、設置期間中の強風雨に耐えるものとする。 



（９）人や車の通行に支障のないように十分注意をすること。また、設置期間中に人物に損傷等を 

与えないよう、設置期間中の安全を確保して設置すること。万一、損傷等が生じた場合には、 

その旨を発注者に報告し、直ちに復元し、その費用は全て受注者の負担とする。 

（１０）ポスター掲示区画には､針がね、釘等を露出してはならない。やむを得ず表面に針がね等を 

露出させる場合は、区画線上に限り必要最低限にとどめるものとする。また、支柱等の端部に 

ついては、人物に損傷を与える恐れがある場合には、布等で必ず保護すること。 

（１１）設置箇所既存の施設（建物、フェンス及び樹木等）や地下埋設物（水道管及びガス管等） 

に損傷を与えないよう十分注意をすること。万一、損傷を与えた場合には、その旨を発注者に 

報告し、直ちに復元し、その費用は全て受注者の負担とする。 

（１２）周囲の樹木等が掲示板表面にかかり、区画が隠れることのないように十分注意すること。 

（１３）設置場所にポスター掲示場板を運び入れた場合は、速やかに設置を行い、設置前にポスタ 

ー掲示場板を置いた状態でその場を離れることがないようにすること。 

（１４）設置開始から完了までの期間中、各日の設置場所について、作業日の翌日までに速やかに 

発注者に報告を行うこと。 

３ 保守管理 

設置作業開始から撤去作業完了までの掲示場の保守管理は、受注者が行うものとする。また、

受注者は、発注者から掲示場破損等の異常が生じた旨の連絡を受けた際は、直ちに補修し原状に

復さなければならない。 

４ 撤去作業上の注意 

（１）指定期間を厳守すること。 

（２）既存の施設（建物、フェンス及び樹木等）や地下埋設物（水道管及びガス管等）に損傷を与

えないように十分注意をすること。万一、損傷を与えた場合には、その旨を発注者に報告し、

直ちに復元し、その費用は全て受注者の負担とする。 

（３） 地面に落とした釘や針金等は必ず拾い、人物に損傷等を与えないよう十分注意をすること。 

（４） 人や車の通行に支障ないように十分注意をすること。万一、損傷を与えた場合には、その旨

を発注者に報告し、直ちに復元し、その費用は全て受注者の負担とする。 

（５） 撤去時に地面に生じた穴については、必ず埋め、現状に復すること。 

（６） 撤去作業は速やかに行い、撤去作業時にポスター掲示場板を置いた状態でその場を離れるこ 

とが無いようにすること。 

（７） 撤去開始から終了までの期間中、各日の撤去場所について、速やかに発注者に報告を行うこ 

と。 

（８）撤去時に写真を撮影し発注者へ提出すること。詳細については別記のとおりとする。 

５ 撤去後の注意事項 



（１）設置箇所の原状復帰は受注者が行うものとする。 

（２） 受注者は、投開票日の翌日から契約期間満了日までに、業務完了報告書を発注者に提出する 

こと。 

６ その他 

設置期間中は台風その他気象の状況に応じて、設置場所の点検・補修及び撤去が必要となる場

合があるため、その際は発注者及び受注者で別途協議を行うものとする。 

 

別記 

 写真の提出について 

次のとおり写真を提出するものとする。 

 設置場所 

写
真
提
出
枚
数 

設置前 
 

各１枚 
 

設置後 

撤去後 

撮影方法 
及び 

提出方法 

・ 設置場所周囲の状況が判断できる範囲で撮影すること（作業日を明記）。 
・ 提出方法は、片面印刷した写真を発注者の指定する様式に貼り付けた紙媒体

及びＣＤ－ＲＯＭ等による電磁記録媒体の併用とする。 
写真の 

提出時期 ・ 投開票日の翌日から契約期間満了日までに提出すること。 

 


